Ⅰ　利　用　の　ま　え　に

１　調査の概要

(1)  調査の目的

　 学校基本調査（基幹統計）は、学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的としています。 

(2)  調査の対象

小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、専修学校、各種学校及び教育委員会です。 

(3)　調査の種類及び調査期日

	調　査　種　類
	調　　査　　期　　日

	学校調査
	毎年５月１日現在

	学校通信教育調査
	〃

	不就学学齢児童生徒調査
	〃

	学校施設調査
	〃

	卒業後の状況調査
	前年度間の卒業者について毎年５月１日現在の状況


(4)　調査の方法

この調査は全数調査で、自計申告方式です。

２　用語の説明

　この報告書上の用語の意味は学校教育法によりますが、特に説明を要するものは、次のとおりです。 
	単式学級　
	同学年の児童生徒で編成されている学級

	複式学級　
	２以上の学年の児童生徒で編成されている学級

	特別支援学級
	学校教育法第81条第２項各号に該当する児童生徒（「知的障害」、「肢体不自由」等）で編成されている学級

	特別支援学校
	視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者)に対して、小・中学校等に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としている学校

	高等学校等進学者
	中学校卒業者のうち高等学校の本科（全日制、定時制及び通信制）・別科、中等教育学校後期課程の本科・別科、高等専門学校及び特別支援学校高等部の本科・別科へ進学した者及び進学しかつ就職した者

	大学等進学者
	高等学校卒業者のうち大学（学部）、短期大学（本科）、大学・短期大学の通信教育部（正規の課程）及び放送大学（全科履修生）、大学・短期大学（別科）、高等学校（専攻科）及び特別支援学校高等部（専攻科）へ進学した者及び進学しかつ就職した者

	専修学校（高等課程）進学者
	中学校卒業者のうち専修学校の高等課程へ進学した者及び進学しかつ就職した者

	専修学校(一般課程)等入学者
	中学校卒業者のうち専修学校（一般課程）、各種学校へ入学した者及び入学しかつ就職した者又は高等学校卒業者のうち専修学校（一般課程及び高等課程）、各種学校へ入学した者及び入学しかつ就職した者

	公共職業能力開発施設等入学者
	職業能力開発促進法に基づき設置された施設（職業能力開発大学校等）や、学校教育法以外の法令に基づいて設置された教育訓練機関に入学した者及び入学しかつ就職した者

	高等学校(又は大学)等進学率
	高等学校（又は大学）等進学者÷卒業者総数×100

	就職者数
	入学者・進学者以外の「自営業主等」、「無期雇用労働者」、「有期雇用労働者（雇用契約期間が１か月以上の者）」及び「臨時労働者」の計

	卒業者に占める就職者の割合
	就職者数÷卒業者数×100

	入学志願者(卒業後の状況調査)
	入学志願者の実数。同一人が２校以上に志願し、そのいくつかの学校に合格した場合は実際に進学した学校、いずれの学校にも不合格の場合は第１志望の学校の志願者

	帰国児童（生徒）
	海外勤務者等の子供で、引続き１年を超える期間海外に在留し、2024年度間に帰国した児童、生徒

	一時的な仕事に就いた者
	臨時的収入を目的とする仕事に就いた者


　　　　
３　利用上の注意

(1)　児童、生徒及び幼児の年齢は2025年４月１日現在の満年齢によります。

　　（ただし、３歳児については、2025年４月２日から５月１日までに満３歳に達し入園した園児を含みます。）

(2)　数値については、単位未満を四捨五入したことにより総数（計）が内訳を合算した数と合わないことがあります。

(3)　本文及び統計表中の記号については、次のとおりです。

「－」…計数がない場合

「－」…負数（数字の左頭に付した場合）

「0.0｣又は「０」…係数が単位未満の場合　

「…」…計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合

（4） 本書は、愛知県又は本市が独自に集計した結果を編集したものであり、数値は文部科学省の公表値をもって確定値とします。

